
 

草加市人権尊重都市宣言（素案）の概要 
 

■趣旨 

 草加市では、「草加市人権施策推進基本方針」に基づき、人権共生社会の実現をめざし、人権施策

を推進しています。平成２８年には、差別の解消を目的とした３つの法律（略称：「障害者差別解消

法」「ヘイトスピーチ解消法」「部落差別解消推進法」）が施行されました。 

 しかし、今もなお、障がい者や外国人への差別、部落差別などをはじめ、様々な人権問題が存在

していることから、差別や偏見などによる人権侵害のない社会の実現をめざすため、人権尊重都市

宣言の制定に向け、草加市人権推進審議会での審議を経て、同宣言の素案をまとめました。 

 皆様のご意見をいただきたく、ここで宣言の素案を公表いたします。 

 

■宣言（素案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要の配布場所 

人権共生課、市役所情報コーナー、市役所総合案内、サービス

センター、公民館、文化センター、コミュニティセンター 
【素案・概要の掲載】 
草加市ホームページ（「市政」→「告示・情報公開」→「パブリ

ックコメント」→「意見募集・結果報告」）に掲載 

ご意見の 
受付期間 令和２年２月２０日（木）～令和２年３月２３日（月） 

（３月２３日消印有効） 
提出方法 郵送、Fax、直接持参 

E メール(jinken-kyosei@city.soka.saitama.jp) 
提出・お問合せ先 総合政策部人権共生課 

電 話 番 号：０４８－９２２－０８２５（直通） 
ＦＡＸ番号：０４８－９２７－４９５５ 

草加市人権尊重都市宣言（素案） 

 

 人は生まれながらにして自由で平等な存在として尊重され、誰もが幸せに生きるために、人

類普遍の原理である基本的人権を持っています。 

 この基本的人権は日本国憲法で保障され、多様な人権を擁護するため「世界人権宣言」の採

択をはじめとした、不断の取り組みが続けられてきました。 

 しかし、今もなお、障がい者や外国人への差別、部落差別などをはじめ、様々な人権問題が

存在し、多くの人々が悩み、苦しんでいます。 

 私たち草加市民は、差別の実態の解消に努め、人権尊重思想の普及啓発と教育の推進を誓い、

ここに草加市を「人権尊重都市」とすることを宣言します。 

 

 一 私たちは、人がつくりあげた差別は、人の理性と良心によって必ずや解消できることを

確信し、差別や偏見などによる人権侵害のない社会の実現をめざします。 

 

 一 私たちは、多様性を認め合い、一人一人の個性や生き方が尊重される人権共生社会の実

現をめざします。 


